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令和 7 年度 上半期苦情解決報告書         （苦情受付期間：令和 7 年 4 月 1 日～令和 7 年 9 月 30 日） 

※その他の事業所では、苦情は発生しておりません。 

 

 

事業所名 内 容 原 因 対応策等 

苦情解

決の有

無 

第三者

委員の

立会・報

告 

佐

賀

業

務

部 

特別養護老人ホーム 

寿楽園 

大腿部の骨折疑いにて緊急

搬送の連絡を受けた説明内

容と、後日説明を受けた内容

に相違がある旨の申し出が

った。 

時系列での説明が出来てお

らず、説明不足があった。さ

らに、骨折に至った原因につ

いて、特定できないにも関わ

らず、特定したような説明を

した。 

ご家族への提示した事故報

告書（保険者提出第 1報の写

し）に記載の誤りがあった。 

家族へ謝罪すると共に、数度にわ

たり、口頭並びに書面を提示し事

故の経過を面談にて報告する。

（継続中） 

また、大腿部の骨折予防につい

て、マニュアルを整理し、再発防

止の研修を行う。 

未 有 

横

浜

事

業

所 

特別養護老人ホーム 

笹の風 

ご家族より「早い段階で重篤

な状態であると緊迫性をも

って説明してもらえれば、家

族としてもっとできること

があった。」との申し出があ

る。 

ご家族への状態報告や終末

期における医療や介護の選

択肢についての説明は、電話

や面会時にて随時行ってい

たが、ご家族の認識と乖離が

あり、入院にいたったことで

苦情となった。 

十分な説明と提案ができていな

かったことを謝罪。入院にいたる

までのご本人の状態等について

改めて説明し、ご了解いただい

た。 

有 無 


